
 

船舶事故調査報告書 

令和３年３月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年２月２９日 ２２時３５分ごろ 

発生場所 鹿児島県種子
た ね が

島東方沖  

 熊野
く ま の

港防波堤灯台から真方位０８１°１１.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３０°２９.６′ 東経１３１°１１.０′） 

事故の概要  漁船菊
きく

義
よし

丸は、東南東進中、漂泊中の漁船第七向進
こうしん

丸に衝突した。 

事故調査の経過 令和２年７月８日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第七向進丸、１９トン 

ＭＺ２－３０１５５（漁船登録番号）、株式会社向進水産 

第２９４－２５１８２号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 菊義丸、９.７トン 

ＭＺ２－３１４５（漁船登録番号）、個人所有 

第２９４－１４９３３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に亀裂 

Ｂ 船首外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 北西、波高 約１ｍ 

事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１０人が乗り組み、簡易型船舶自動識別装置

（以下「簡易ＡＩＳ」という。）を搭載し、法定灯火を表示し、船首

を西北西方に向け、主機を停止して漂泊中、当直中の甲板員が右舷船

首方約１Ｍ以上にＢ船の両舷灯を視認したので汽笛を吹鳴した。 

Ａ船は、船長Ａが、汽笛を聞いて昇橋し、Ｂ船が汽笛に気付いてＡ

船を避けると思い、しばらく汽笛を吹鳴させたもののＢ船が接近を続

けるので、主機を始動して避けようとしたが、間に合わず、右舷中央

部にＢ船の船首部が衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、法定灯火を表示し、漁場に向

けて自動操舵により、約５ノットの対地速力で東南東進し、船長Ｂ

が、レーダーのガードリング機能（事前に設定した距離環より他船が

接近したときに警報を発する機能）を設定し、操舵室の操舵コンソー

ルから船首側区画（以下「本件区画」という。）で休んでいた。 

いつの間にか本件区画で眠っていた船長Ｂは、レーダーのガードリ

ング機能の可聴警報（以下「本件警報音」という。）で目が覚めて操



 

舵室に行こうと思ったが、本件警報音が止まったので再び眠りに陥

り、その後、衝撃で目が覚めて操舵室に行き、Ａ船と衝突したことを

知った。 

船長Ｂは、出航して操業を行う合間などに、周囲に接近する船舶が

見当たらない時は、自動操舵及びレーダーのガードリング機能を設定

後に、操舵室に直ぐに行くことができる本件区画で、ＤＶＤ等を鑑賞

しながら眠らないようにして休むようにしていた。 

船長Ｂは、本事故当時、寝不足や疲れを感じておらず、本事故発生

前、本件警報音が止まった後に再度眠ってしまったのは気の緩みがあ

ったからではないかと思った。 

船長Ｂは、他船などのレーダーの反射映像の接近に対する本件警報

音が、約１.２～０.９Ｍで鳴り、また、船舶自動識別装置（以下「Ａ

ＩＳ」という。）警報（接近）の警報音が１Ｍ以内で鳴るように設定

し、他の船舶などと接近時に警報音が継続するように考慮していた。 

船長Ｂは、ＡＩＳ警報（接近）の警報音を衝突後に認識し、本事故

前、同警報音が聞こえなかったと本事故後に思った。 

分析  

 

 Ａ船は、漂泊中、船長Ａが、Ｂ船が汽笛に気付いてＡ船を避けてく

れると思い、主機を停止したまま漂泊を続けていたところ、Ｂ船が接

近を続け、主機を始動して避けようとしたものの、間に合わずにＢ船

と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、漁場に向けて東南東進中、船長Ｂが、レーダーのガードリ

ング機能及びＡＩＳ警報（接近）を設定し、本件区画で休みながら自

動操舵で航行していたところ、眠りに陥り、そのまま航行を続けたこ

とから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、本件区画で本件警報音を聞いて一旦は目が覚めたものの

再び眠りに陥ったことから、Ａ船に接近していることに気付かなかっ

たものと考えられる。 

Ｂ船のレーダーで、Ａ船に対するＡＩＳ警報（接近）の警報音が鳴

ったかどうかについては、明らかにすることができなかった。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が東南東進中、船長Ｂが、レ

ーダーのガードリング機能及びＡＩＳ警報（接近）を設定し、本件区

画で休みながら自動操舵で航行していたところ、眠りに陥り、そのま

ま航行を続けたため、Ｂ船がＡ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船舶は、航行中は、全ての手段により、常時適切な見張りを行う

こと。 

 ・操船者は、航行中、操舵室から離れる時には、ＡＩＳ警報（接

近）を設定していても、ＡＩＳを搭載していない船舶があること

を考慮し、レーダーのガードリング機能を、本船から指定の距離



 

内に他の船舶が入っている間に継続して警報が鳴るように設定す

ることが望ましい。 

 


